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子どもの生活条件とスクール・ソーシャルワーク

1.はじめに

当時の文部省(現在の文部科学省〉が児童生徒

の心の問題を解決するための一歩として、「スクー

ルカウンセラー活用調査研究委託事業J、すなわ

ちスクールカウンセラー(学校カウンセラー)を

全冨 154校に配霞したのは 1995年のことである。

この事業は、 2001年度から制度化され、その後

5年間をかけて全留の中学校に配置する予定であ

る。この事業を開始してから、もはや 7年が経と

うとしているが、 30臼以上欠席のいわゆる「不

設校」の子どもたちの数は、いっこうに減ること

はない。一方で、その間の青少年の犯罪の凶悪粗

暴化とも震なって、子どもたちの「心Jをどのよ

うにケアしていくかという開題が、テレビや書籍

をはじめとしたマスメディアにおいても数多く取

り上げられている。

本稿では、①親の社会階層的な生活条件の違い

が子どもの生活にどのように影響しているのかに

ついての実態を把握し、それが、②子どもの問題

解決のプロセスにおいても一定の「差Jとなって

表れることを示していく O そして、子どもと親の

「生活Jを通してみたときに、③スクール「カウ

ンセリング」やスクール「ソーシャルワークjと

いったものが、いかに有効であり、あるいは限界

をもっているのかということを考察していくもの

とするO

こうした課題設定の背景には、筆者が北海道A

市において3年間「スクールカウンセラー」とし

て関わってきたなかで、「スクールカウンセリン

グJ活動では対応しきれない、すなわち文部省が

「職務内容・職務条件」としている活動では、子

どもの問題の核心の解決に迫りきれないという壁

岩田美香

に突き当たった経験が存荘している。文部省が掲

げた「職務内容Jとは、主に①児童生能へのカウ

ンセリング、②カウンセリング等に関する教職員

及び保護者に関する助言・援助、③児童生徒のカ

ウンセリング等に関する情報収集・提供、④その

他の児童生徒のカウンセリング等に関し、各学校

において適当と認められるもの……であり、これ

らの職務内容を校長等の指揮監督のもとに行うと

されているo因みに「職務条件Jで言えば、年35

週、週2回、 1回あたり 4時関が原則とされてい

る。

以前より、「スクールカウンセラー」ではなく

「スクール・ソーシャルワーカー」の必要性につ

いては、山下を代表とする実践(1)が広く認知され

ており、研究成果においても心理学・精神竪学領

域の研究者や実践者による「スクールカウンセリ

ング」関連のペーパーに対して、社会福祉学・教

育学領域の「スクール・ソーシャルワークJ関連

のものが出されてきている。なかでも岩轄は、両

領域における先行研究と自らの実践・調査を通し

て、「スクールカウンセリングj活動の限界と

「スクール・ソーシャルワークj活動の必要性を

~5áいている ω。

岩崎によれば、不登校の子どもたちに対する現

行の支援サービスには、「相談jに関わる支援と

「居場所Jに関わる 2種類の支援があり、前者は

「スクールカウンセリング活動」、後者は「適応指

導教室(主に不登校児童・生徒に対する指導・相

談を行うために、各地の教育委員会が学校以外の

場所に設置している施設)Jに代表される。彼は、

スクールカウンセリングでの功罪および適応指導

教室への調査結果もふまえて、わが留におけるス

クールソーシャルワークの必要性として、次の 5
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点、に整理している(九①接雑多様化する今日の教

育病理に対する福祉的視点による援助の必要性、

②心理的ケアだけでなく、子どもの生活全鍛を対

象とした支援の枠組みの必要性、③学校、家庭、

地域開の連携を位進すること。とくに子どもある

いは家庭の学校に対するアドボカシー機能の必要

性、④学校と関係機関の調整役および地填への働

きかけを担うコーディネーターといった導門職の

必要性、⑤教育病理をマクロ的な規点からも解決

していくための理論および技法(ソーシャルアク

ションなど)の必要性……である。

上記の5点は、これまで、学校においてソーシャ

ルワーク的な対応、をしてきた実践者たちが、部分

的に指播しているに過ぎなかったものを総括的に

整理したものであり、スクール・ソーシャルワー

クのアイデンティティを確立する上でも評価でき

る。しかし、彼の指摘する「生活全般を視野に入

れるJと言った持の枠組みとしては、「生活病理」

を問題の軸としたものであり、睡眠覚醒リズム購

といった生活時間リズムの乱れや現代の食生活

の乱れと「キレるJ行動との関連といった先行研

究をあげているに過ぎない{九スクール・ソーシャ

ルワークが、アメリカにおいて経済的・社会的な

要因から教育を享受できない子どもたちへの援助

からはじまったことを考えても、そもそもソーシャ

ルワーク自体が経済的・社会的弱者に対する援助

から生じたことを思い返してみても、「現代的なJ

生活習慣の苦しれや問題点を考慮するだけでは、不

十分ではないかと思われる。

子どもが乳幼児である子育ての段階ですら、親

のもつ社会階層的な要閣によって、子育ての問題

の現象形態は異なっていた(九ましてや、「競争J

が全面に押し出される学齢期以降の段階では、学

校の中と外の「教育」をめぐって、親の社会階騒

が子どもの生活に影響を与え、ひいては、子ども

の後の生活条件にも一定の制約を与えていること

は、既に再生産論との絡みで、しばしば指摘され

ているものであるω。

岩輯は、わが国におけるスクール・ソーシャル

ワークの導入や研究が遅れている原困として、 E百

屠による「わが国では社会事業もしくは社会福祉

は低所得で、経済的に閤窮している贈層が対象で

あって、福祉と教脊が接点を有しているとは考え

られなかったから……」というれ用ともにソーシャ

ルワークに存在する留定観念にあると指摘してい

る(九けれども、上述のように低所得・経済的国

窮にある階層の子どもたちへの視点こそが、福祉

と教育とが接点をもたざるを得ない、まさに描祉

と教育とが協働で取り組むニーズが存在している

のではないだろうか。岩崎のソーシャルワークに

対するこうしたとらえ方が、「子どもたちの生活

全般jの重要性を説いている一方で、様々な賠層

を含めた社会全体の子どもとその親たちの生活か

ら開題をたてていくというスタンスが成されなかっ

たのであろう。本稿は、先の課題を設定すること

により、子どもへの援助を考えるときに、いかに

家族をも含めた生活の間い睦しが必要であるかを

示していくこととなる。

以下、 A市における質問紙調査の結果と、

のスクール・ソーシャルワーク実践を通して考察

してL、く。

2.質問紙調査から見た親の生活条件と子ど

もの生活

ここでは、 A市の小・中学校において実施した

生徒とその保護者への質問紙調査ωの結ゐ果をもと

に、親の社会的階題性の違いによる子どもたちの

生活の驚異を概観する。なお、紙面の制約により、

文面で説明している全ての表を掲載できないこと

を断っておく。また、調査結果の詳細は『子ども

の生活状況に関するアンケート調査報告書Jを参

照のこと O

この謡査では、親票では世帯年収・職業といっ

た質問項目を設けているが、子ども票では設けて

いないため、子ども票を使って誼接に社会階層的

なファクターの違いによる生活状況の比較をする

ことはできない。しかし、 B中学校とC中学校で、

またD小学校と E小学校では、公営住宅の有無や

新興住宅地等の条件も重なって、地域によって生

活条件の違いが生じている結果となっていた。そ
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こで本稿では、 4つの学校関の比較を通して、間

接的にではあるが社会階層的差異による生活状況

と意識の違いを見ていくこととする。ただしこの

ことは、歌米で見られるような「この学校区は低

所得層地域であるJといったレッテjレが貼られる

ような性格のものでも、また実療に、その学校誌

に低所得層以外の住民が住んでいないというもの

でもない。ただ、低所得層向けの住宅が供給され

ていることから、統計的な結果として低所得!曹に

代表されやすいというものである。

まず、データで4つの学校を概観してみたいと

思う。平成 13年における各学校の児童数は、 B

中学校409名、 C中学校506名、 D小学校586名、

E小学校660名であるが、向年の要保護認定児叢

数・準要保護認定克叢数は、それぞれB校で8人

(2.0%)と48人(11.7%)、C校で 28人 (5.5%)
と110人 (21.7%)、D校で 63人(10.8%) と

134人 (22.9%)、E校で 4人 (0.6%) と37人

(5.6%)である。また、親禁の回答から学校別の

世帯年収を見ても、 B校と E校は 501~700 万円

が最も多く、次いで 701~1000 万円となっている。

一方、 C校では、同じく 501~700 万丹が最も多

いものの、次いで 301~400 万円・ 401~500 万円

となっており、 D校では 200万円未満が最も多く、

次いで 401~500 万円・ 301~400 万丹となってい

る(表1)。所得の面では、 C中学校とD小学校、

特にD小学校において経済的な国難さを抱えてい

る家族が比較的多く見られるようである。

親の職業については、表2にあるようにいずれ

の小・中学校も「民間企業の常勤Jが高く、なか

でも B中学校はその割合が 67%近く、「

とを合わせるとs割を超えているo C中学校では、
「民間企業の常勤」の割合が45%に減少する分、

「自営業J• r公務員・団体職員Jが1割を超し、
「臨時・パートJもl割に近づくといったように、

職業内容は分散している O それに対してD小学校

表1 学校日IJと世帯税込み年収のクロス表(親票)

没帯税込み年収
200万丹 201~300 301~400 401~500 501~700 701 ~ 1000 1001 ~1500 1501万円

N. A. 
{'J 、

以下 万円 万円 万円 万円 万円 万汚 以上

B中学校
4 6 13 12 32 19 23 111 
3.6% 5.4% 11.7% 10.8% 28.8% 17.1% 0.9% 0.9% 20.7% 100.0% 

C中学校
10 14 21 20 37 10 O 2 19 133 
7.5% 10.5% 15.8% 15.0% 27.8% 7.5% 0.0% 1.5% 14.3% 100.0% 

校
18 4 11 14 9 7 1 1 11 76 D 小 校
23.7% 5.3% 14.5% 18.4% 11.8% 9.2% 1.3% 1.3% 14.5% 100.0% 

J31J 
E IJ、 校

4 4 10 14 38 23 4 O 9 106 
3.8% 3.8% 9.4% 13.2% 35.8% 21.7% 3.8% 0.0% 8.5% 100.0% 

1口入 計
36 28 55 60 116 59 6 4 62 426 
8.5% 6.6% 12.9% 14.1% 27.2% 13.8% 1.4% 0.9% 14.6% 100.0% 

表2 学校別と家計支持者の職業のクロス表(殺票)

家計支持者の職業
公務員、 民間企業 臨時、 その他

無職 N. A. 
i仁k3 

団体職員 の常勤 ノfート の職業

Bt:t 校 15 6 74 3 6 O 7 111 
A寸L三t一弘 13.5% 5.4% 66.7% 2.7% 5.4% 0.0% 6.3% 100.0% 

C中 校
21 17 60 12 11 2 10 133 
15.8% 12.8% 45.1% 9.0% 8.3% 1.5% 7.5% 100.0% 

校
4 4 42 13 5 l 7 76 D小学校
5.3% 5.3% 55.3% 17.1% 6.6% 1.3% 9.2% 100.0% 

J3IJ 
Eノj、 校

11 23 59 O 9 3 106 
10.4% 21.7% 55.7% 0.0% 8.5% 2.8% 0.9% 100.0% 

メ仁〉3、 51 50 235 28 31 6 25 426 
12.0% 11.7% 55.2% 6.6% 7.3% 1.4% 5.9% 100.0% 
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表3 学校間と家族構成のクロス表(親祭)

家族構成
父母十 父母+予ど 父十 父+子ど
子ども も十祖父母 子ども も+被父母

B中学校 80 18 
AてA「ん 72.1% 16.2% 0.9% 

C中学校 83 18 3 
62.4% 13.5% 2.3% 

校
45 2 D小学校
59.2% 2.6% 1.3% 

'81J 
E小学校 83 13 

78.3% 12.3% 0.9% 

i口〉、 百十 291 51 6 
68.3% 12.0% 1.4% 

では、「鵠時・パート」が 17%と高くなっている。

E小学校の特徴としては、「民間の常勤Jに次い

で「公務員・団体職員Jの高さが見られる。

表3より家族構成を見てみると、いずれの学校

も「父母十子どもJの家族構成が 6-8部と高い

が、 C中学校では 16%近くが、 D小学校では 30

%が母子家族である。母子家族であることは、そ

れだけで子育ての問題を抱えるものではないが、

父母子家族にあっても子育てが大変な現代にあっ

て、母親ひとりで子育てをしていくことに対する、

より特別な援助を必要としている家族であると捉

えることはできょう。

O 
0.0% 
1 
0.8% 
O 
0.0% 
O 
0.0% 
1 
0.2% 

ザ""ー与

校

定IJ

世

帯

税

込

み

年

i祝

母十 母+子ど
その{也 N. A. 

子ども も十祖父母

7 1 3 
6.3% 0.9% 0.9% 2.7% 

21 3 3 
15.8% 2.3% 0.8% 2.3% 

23 3 l 1 
30.3% 3.9% 1.3% 1.3% 
5 2 O 2 
4.7% 1.9% 0.0% 1.9% 
56 9 3 9 
13.1% 2.1% 0.7% 2.1% 

表4 学校別と子ども専用の部屋の

クロス表(親票)

子ども専用の部屋
ある なL、 N. A. 

8中学校 93 15 3 
83.8% 13.5% 2.7% 

C中学校
96 35 2 
72.2% 26.3% 1.5% 
46 28 2 

D小学校
60.5% 36.8% 2.6% 

E小学校
81 25 O 
76.4% 23.6% 0.0% 

200万円 19 15 2 
以下 52.8% 41.7% 5.6% 

201~ 17 11 O 
300万円 60.7% 39.3% 0.0% 
301~ 35 19 1 
400万fII 63.6% 34.5% 1.8% 
401~ 46 14 O 
500万円 76.7% 23.3% 0.0% 
501~ 92 24 O 
700万円 79.3% 20.7% 0.0% 
701~ 51 8 O 
1000万円 86.4% 13‘6% 0.0% 
1001~ 4 2 O 
15∞万円 66.7% 33.3% 0.0% 
1501万円 4 O O 
以上 100.0% 0.0% 0.0% 

N. A. 
48 10 4 
77.4% 16.1% 6.5% 
316 103 7 

合計

111 
100.0% 
133 
100.0% 
76 

100.0% 
106 
100.0% 
426 
100.0% 

合計

111 
100.0% 
133 
100.0% 
76 

100.0% 
106 
100.0% 
36 

100.0% 
28 

100.0% 
55 

100.0% 
60 
100.0% 
116 
100.0% 
59 

100.0% 
6 

100.0% 
4 

100.0% 
62 
100.0% 
426 

こうした経済的・社会的困難さが、子どもと親

の生活に具体的にどのような影響をもたらし、そ

れが「差Jとなって表れるのかを見ていくと、 B

中学校やE小学校に代表される子どもたちは、子

ども部屋・パソコンの所有にみられるような(表

4)子どもの生活環境が整えられているなか、習

い事や撃に通う(表5)ために遊ぶ時間(表6) 

や家族と一緒の夕食もままならない。けれども

「学校の勉強だけでは不十分jであると認識して

いるために、塾などをやめることもできず、また

学校では、成績や内申点を気にしてのことであろ

うか、先生との関係にも不安を抱いている(表7)。

これはマスメディアでも取り上げられているよう

な現代的な教育問題、すなわち表面的には「ゆと

りJ教育といっても、いまだ競争原理に基づいた

教育の中で、子どもたちがストレスを抱えている

様子を表している。

合計
74.2% 24.2% 1.6% L100.0旦

表5 学校別と塾や習い事の

クロス表(子ども票)

撃 や潟い事
行って(して)いる 行って(して)い草い N. A. 

学 8中学校
69 75 3 147 
46.9% 51.0% 2.0% 100.0% 

C中学校 59 96 O 155 
38.1% 61.9% 0.0% 100.0% 

校 42 34 5 81 
D小学校 51.9% 42.0% 6.2% 100.0% 

'8IJ E小学校 74 39 2 115 
64.3% 33.9% 1.7% 100.0% 

止ζコ益、 244 244 10 498 
49.0% 49.0% 2.0% 100.0% 
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C中学校やD小学校に代表される子どもた

ちは、起床や朝食にはじまり、放課後もテレビや

ゲーム時間の長期化(表8)といった生活の乱れ

によって、学校へも毎日元気に登校できていない。

さらに学校でも好きな科目も少ない。しかし、

「社交性」が豊かであるためか、学校の先生とも

親との会話も成されている。家庭では、生活基盤

の脆さや親も含めた生活の乱れが家麗での争いご

ととして生じており、子どもたちは、それらを不

表 5 学校別と下校後に遊ぶ時賠の

クロス表(子ども票)

下校後に遊ぶ時間

たいてい ある待時 と ほとん 合計
はある
ないが

どない
N. A. 

半身くらい

8中学校
36 42 65 4 147 

寸~ム- 24.5% 28.6% 44.2% 2.7% 100.0% 

C中学校
75 51 28 1 155 
48.4% 32.9% 18.1% 0.6% 100.0% 

校 47 18 16 O 81 
D小学校 58“0% 22.2% 19.8% 0.0% 100.0% 
7j1j 
E小学校

56 42 15 2 115 
48.7% 36.5% 13.0% 1.7% 100.0% 

1仁〉3、 言十
214 153 124 7 498 
43.0% 30.7% 24.9% 1.4% 100.0% 

安・不満として感じている(表 9・10・11)0 D 

小学校の自由記述では、「おさけやタバコをやめ

てもらいたい。家のことを全部、子どもにおしつ

けて、大人はぐーたら、ぐーたらするのはやめて

ほしい。J、「家庭の中でケンカしないでほしい。」、

「タバコはすでないでほしい。パチンコをしない

でほしい。人のお金をかつてにつかうのをやめて

ほしい。すぐに大きい声をだすのをやめてほしい。J

というものが記されていた。小学校5年生の子ど

表7 学校関と先生との関係に不安の

クロス表(子ども禁)

先生との関係に不安
感じている 感じていない N. A. 

Aすjt与B中学校 27 116 4 147 
18.4% 78.9% 2.7% 100.0% 

C中学校
19 134 2 155 
12.3% 86.5% 1.3% 100.0% 

校 10 71 O 81 D小学校 12.3% 87.7% 0.0% 100.0% 

7jIJ E小学校
21 92 2 115 
18.3% 80.0% 1.7% 100.0% 

1E入1 
計 771 4131 81 498 

いωω 15.5%82.9% 1.6% I 100.0% 

表8 学校別とテレビの視聴時間のクロス表(子ども票)

ほとんど 30分以内 310時分間~ 見ない

B中学校
3 5 
2.0% 0.7% 3.4% 

c cわ 校 4 3 3 
2.6% 1.9% 1.9% 校
7 2 5 

D 小 校
8.6% 2.5% 6.2% 

7jIJ E小学校
4 15 
3.5% 0.9% 13.0% 

メ仁台コ、 3.61% 8 
7 28 
1.4% 5.6% 

9 学校7j1jと家が狭いことが悩みの

クロス表(子ども票)

家が狭いことが悩み
感じている 感じていない N. A. 

Aす主l二与 8中学校
35 108 4 
23.8% 73.5% 2.7% 

校別|ト同同C一中一学学学校校校

69 85 1 
44.5% 54.8% 0.6% 
34 47 O 
42.0% 58.0% 0.0% 
14 99 2 
12.2% 86.1% 1.7% 

i口k 百十
152 339 7 
30.5% 68.1% 1.4% 

テレビの視聴時期
1-2 2-3 3 -4 時4-限5 以5H寺上潤 N. A. 

i仁k3苦ロふ1 

5寺隈 時潤 時間
29 39 27 19 19 5 147 
19.7% 26.5% 18.4% 12.9% 12.9% 3.4% 100.0% 
16 42 29 23 35 O 155 
10.3% 27.1% 18.7% 14.8% 22.6% 0.0% 100.0% 
15 6 13 13 19 81 
18.5% 7.4% 16.0% 16.0% 23.5% 1.2% 100.0% 
23 
21.72% 5 

16 16 12 3 115 
20.0% 13.9% 13.9% 10.4% 2.6% 100.0% 
83 112 85 71 85 9 498 
16.7% 22.5% 17.1% 14.3% 17.1% 1.8% 100.0% 

表 10 学校別と親が厳しいことが悩みの

147 
100.0% 
155 
100.0% 
81 

100.0% 
115 
100.0% 
498 
100.0% 

7j1j1 E小学校

合計

147 
100.0% 
155 
100.0% 
81 

100.0% 
115 
100.0% 
498 
100.0% 
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もたちに、こうした記載をさせる状況があるとい

う事実は、質問紙調査における「親からほめられ

たこと」が「ほとんどないjという回答がD小学

校において 12.3%にもあがっていることと少な

からず関連があるのであろう O

事見も、そのことを{愛ろめたく思っているのか、

お小遣い・テレビ・携帯電話といった(表 12・

13)子どもの目先の物質的な要求に応えるこ

とで免罪符としているようである。また、学校の

生活だけを切り取ってみれば、 C中学校・ D小学

表11 学校間と家の中での争いごとが悩みの

クロス表(子ども

家じてのい中るで|感のじ争ていいなごいとカ主脳全
j漆 N.A. 

うA斗ニ1与 B中学校 24 117 6 147 
16.3% 79.6% 4.1% 100.0% 

C中学校 30 123 2 155 
19.4% 79.4% 1.3% 100.0% 

校 29 51 1 81 
P小学校 35.8% 63.0% 1.2% 100.0% 

)jIJ E小学校 19 93 3 115 
16.5% 80.9% 2.6% 100.0% 

i仁k3 言十
102 384 12 498 
20.5% 77.1% 2.4% 100.0% 

校の子どもたちには、家寵生活の上での困難さは

あっても、表面的には学校生活での開題をまして

いない。

それに比べ、 8中学校・ E小学校の子どもたち

が心理的な鍵麗状態が保てなかったり、ひとたび

不登校の様子を呈していれば、現代の教育問題の

ゆがみとして、さらに親の関心の高さも重なって、

「心jの専門家としてのスクールカウンセラーの

出番となり、継続的な関わりがもたれやすい。

けれども、子どもたちの問題は学校に関する現

象だけに集約できるのだろうか。家族企体が生活

問題を抱え、それが子ども偲人のレベルでは生活・

教育にも影響しているにもかかわらず、表立つて

は「閤った問題Jを呈していない場合、誰が、こ

の見えにくい子どもたちの生活問題を支えていく

のだろうか。

実際には、その問題の発端は、担任が最初に目

にする(気になる)場合が多いのであろうが、そ

の後の生活関題のフォローを担任に任せるには荷

が議すぎると思われる。授業・クラス運営・不登

12 学校出・世帯年収別と lヶ月おこづかいのクロス表(親票)

lヶ月おこづ、かい
合計

1000円以下 1001~3000 円 3001 ~5000 円 5001~10000 円 あげていない N. A. 

B 中学校 18 68 3 19 2 111 
A寸i=d一与 16.2% 61.3% 2.7% 0.9% 17.1% 1.8% 100.0% 

C 中 校 12 85 14 2 20 O 133 
9.0% 63.9% 10.5% 1.5% 15.0% 0.0% 100.0% 

校
35 10 O O 29 2 76 D 小 校 46.1% 13.2% 0.0% 0.0% 38.2% 2.6% 100.0% 

5.l1j 
E 小 校 62 4 1 O 38 1 106 

58.5% 3.8% 0.9% 0.0% 35.8% O. 0.0% 

200万円以下 13 8 O l 14 O 36 
36.1% 22.2% 0.0% 2.8% 38.9% 0.0% 100.0% 

201~ 6 11 3 l 7 O 28 
世 300万円 21.4% 39.3% 10.7% 3.6% 25.0% 0.0% 100.0% 

干f廿狩
301~ 16 20 3 1 15 O 55 
400万円 29.1% 36.4% 5.5% 1.8% 27.3% 0.0% 100.0% 

税
401~ 16 23 4 O 16 1 60 
500万円 26.7% 38.3% 6.7% 0.0% 26.7% 1.7% 100.0% 

込
501~ 41 44 5 O 26 O 116 
700万円 35.3% 37.9% 4.3% 0.0% 22.4% 0.0% 100.0% 

み 701~ 25 21 O 11 59 
1000万円 42.4% 35.6% 1.7% 0.0% 18.6% 1.7% 100.0% 

年 1001~ 3 O O 2 O 6 
1500万円 50.0% 16.7% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 100.0% 

収 1501万円 O 3 O O 1 O 4 
以上 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 100.0% 

N A. 7 36 2 O 14 3 63-
11.3% 58.1% 3.2% 0.0% 22.6% 4.8% 100.0% 

メE泊2、 5十 127 167 18 3 106 5 426 
29.8% 39.2% 4.2% 0.7% 24.9% 1.2% 100.0% 
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表13 学校別・世帯年収別・家族構成と携帯霊童話(PHS含む)所有のクロス表(親票)

携帯議話 (PHS含む〉所有

自由に使用でき持っているが親 合計
るものを持って子間だけで使用 持っていない N. A. 
いる できるもの

B 中校 2 I 100 I 2 I 111 
A予与ゐ 6.3% I 1.8% I 90.1% I 1.8% I 100.0% 
c cわ校 26 I 9 I 98 I 0 I 133 

校 19.5% I 6.8% I 73.7% I 0.0% I 100.0% 
2 1 3 I 70 1 1 1 76 

D 小学校 2.6% I 3.9% I 92.1% I 1.3% I 100.0% 

51111 1:;' rh ~ :fV 1 ~ ~^q . _^~ 101 ~ ~^q "~^ !Q6 
E2 小学校 0.0% I 4.7% I 95.3% I 0.0% I 100.0% 

4 1 5 1 27 1 0 I 36 
200万円以下 11.1% I 13.9% I 75.0% I 0.0% I 100.0% 

6 1 2 1 20 1 0 I 28 
世 201-300万円 21.4% I 7.1% I 71.4% I 0.0% ¥ 1o0.0% 

2 1 3 1 50 I 0 1 55 
帯 301-400万円 3β% I 5.5% I 90.9% I 0.0% I 100.0% 

6 1 4 1 50 1 0 1 60 
税 401-500万円 10.0% 1 6.7% I 83.3% I 0.0% I 100.0% 

7 1 1 I 108 1 0 1 116 
込 501-700万円 6.0% I 0.9% I 93.1% ¥ 0.0% ¥ 100.0% 

2 1 56 1 0 1 59 
み 701-1000万円 1.7% I 3.4% I 94.9% I 0.0% ¥ 100.0% 

l年 o¥ 0 ¥ 6 ¥ 0 ¥ 6 
I~十 1001-1500 万円 0.0% I 0.0% ¥ 100.0% I 0.0% I 100.0% 
収 1 1 0 1 3 I 0 I 4 
1501万円以上 25.0% ¥ 0.0% ¥ 75.0% I 0.0% I 100.0% 

N. A. I ，，，，， n~ ""n~ '7"J~ Aon~ '''''''~~ 12.9% 1 3.2% 1 79.0% 1 4β% I 100.0% 
16 1 12 I 263 1 0 1 291 

父母十子ども 5.5% I 4.1% I 90.4% I 0.0% I 100.0% 
家父母+子ども十 6 1 1 1 44 1 0 I 51 
祖父母 11.8% ¥ 2.0% 1 86.3% 1 0.0% 1 100.0% 

父+子ども o 1 5 1 0 I 6 

族
16.7% ¥ 0.0% I 83.3% I 0.0% I 100.0% 

父÷子ども 01 01 11 01 1 
+祖父母 0.0% 1 0.0% 1 100.0% 1 0.0% 1 1o0.0% 

11 1 5 1 40 1 0 1 56 
1養母十子ども 19β% I 8.9% I 71.4% I 0.0% I 100.0% 
母+子ども o 1 1 1 8 1 0 19  
十祖父母 0.0% I 11.1% I 88.9% I 0.0% I 100.0% 

01 01 31 01 3 
成その他 0.0% 1 0.0% 1 100.0% 1 0.0% 1 100.0% 

1 1 0 I 5 I 3 I 9 
N. A. I 11.1% 0.0% 55.6% 33.3% 100.0% 

A仁3 卦nj 35193693426  
8.2% 4.5% 」一一一一 86.6% I 0.7% 100.0% 

校や非行生徒への対応という忙しさの中で、担任

は家族に協力を求め、最後には家族の開題や責任

として帰するしかない場合も多いのであろう O し

かし、その親たちもまた「わかっていない」ある

いは、「わかっていても、子どもへの対芯は後四

しJにせざるを得ない場合が多いのである。次に、

筆者がA市におけるスクールカウンセリング活動

においてかかわった事例を通して、子どもと家族

の困難さを考えてみたい。そこでは、家族という

資源、あるいは家族のもつ資源の違いによって、

事例のもつ困難さの性格も接関も異なり、そこへ

の援助の内容も異なっている様子を読みとること

ができるであろう。

3.問題解決と家族

中学校におけるスクールカウンセリング活動で

は、不登校・ひきこもり・非行をはじめとした蝶々

な事例に接しており、さらには、そうした要因は、
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問題解決の「入り口Jであって、その事例の麗開

には家族関係や家族員の精神的・身体的なハンデ

も関わっている事例が少なくない。ここでは、そ

れらの中から、いわゆる「不登校」の事例と「非

行jの事例について、先の調査でB.E学校に代

表されたような生活の安定しているケースと、 c. 
D学校に代表されたような生活困難のケースとい

う対照的な事例をもとに考察していく。提出する

事例は、ぢ・ C中学校以外の中学校も含めたA市

内の中学校からのものである。なお、偶人のプラ

イパシーへの配厳から、本稿でこれらの事例を紹

介する目的に合致する以外の個人データは捨象し

である。

(1)不登校の事例

最初は、「不登校」が主訴であった生活の安定

しているF子と生活国難のG子の事例を通して考

察していく。 F子は、中学1年の終わり頃より不

登校となった。いじめ等の表立つた理由はないが、

2年生になった時にはF子自身から「学校をやめ

たい。Jという強い訴えがあった。後に本人との

面談では、「クラスの雰臨気が入りにくしリ、「ク

ラスでよい子をする自分がイヤ……」という声が

出ていた。

以前、教育関係の仕事に携わっていた母親は、

F子が不登校となりかけていた頃から、「不主主校J

に関する情報を収集しており、スクールカウンセ

ラーや精神科援をはじめ、各学校に派遣されてい

る心の栢談室棺談員や不適応指導教室、また、民

間のブザースクールなどの情報にも精通していた。

さらに母親は、 A市内だけではなく近郊でより社

会資源の豊富な他市の情報も収集し、それぞれの

資源についてF子と相談しながら一緒に出向き、

自分の子どもの居場所を探す努力を続けていた。

公務員の夫もまた、母親のこうした一連の努力に

協力的であり、カウンセラーとの面接に同席する

こともあった。加えて、母親は夫や自分、あるい

はF子のこれまでの成長過程でのネットワークを

用いて、 F子が学校jこ行けない間も、彼女が引き

こもることなく行ける f場」を提供し、 F子自身

の楽しみを広げる上で、パソコンのインターネッ

トも揃えていった。

結局F子は、近郊にあるフリースクールに本来

の自分を出せる居場所を見いだし、一方母親も、

このことが契機となって不登校児へのサボーター

としてボランティア活動を始めるに至っている O

このケースについて、スクールカウンセラーが援

助したこととしては、母親の情報収集や情報の取

捨選択の手伝いと、母親とF子への心理的なサポー

トであった。学校側も F子がフリースクールだけ

ではなく、学校にも帰ってこれるように、保健室

登校をはじめとした学校での屠場所の提供におい

て柔軟な対応、をしていったが、やはり母親が中心

となって「上手く」動いていったことが、 F子自

身の居場所探しと学校との距離の置き方が成功し

たのだと思われる。

もう一つはG子ケースであるが、彼女は中学に

入学してまもなく学校へ行かなくなった。この毒事

例も表立った理由は見あたらないが、 Fケースと

大きく異なるのは、家族の対応である。この家挟

は母親の離婚により母子家寵となり、 A市に移り

住んできた。母親の就労もパート就労であり、児

童扶養手当を合算し公営住宅を利用しでも厳しい

生活状況にある。また母親には新しいパートナー

もおり、 G子は夕食も自分の部屋の中でとり、ほ

とんど家族とは会話をせずに過ごしている。

スクールカウンセラーが担任を通してこのケー

スに関わり、母親の了解のもと家寵訪問をして最

初に行ったのがゴミとゴキブリのいたG子の部屋

の掃除である O また、継続的な家庭訪問では、食

事が満足にで、きていないG子に対して、お弁当を

し入れすることも多かった。 G子は、担任やス

クールカウンセラーが家寵訪問を実擁する中で、

別室登校を試み給食そ食べて帰る日もあったが、

学期を通して継続的な登校には至っていない。

母親との面談も数回行ったが、母親の基本的な

姿勢は、「学校にどうにかしてほしい。」というも

のである。もちろん、子どもが学校へ行かず、一

臼中家でテレどだけを見ている状況に困ってはい

るが、子どもの将来を見通しての心配はしていな

い。母親と担征とスクーノレカウンセラーとの話し
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合いの中で、母親としての意向をたずねた時に、

r (どうしていいか)わかんないだよねえ。子ど
もに聞いても答えてくれないし。はっきり言って、

親としては侍にも考えていないだよねえ。」と臆

することなく話していた。

さらに、今の母親と子どもの生活をG子のため

にどのように改善していこうかといった具体的な

話になると、母親は「仕事が忙しLリを理由に話

し合いの場をもつことさえも避けるようになり、

担任やカウンセラーが家庭訪問をしても不在のこ

とが多くなってしまう O

(2)非行の事例

次に、いわゆるは阿むの事例について見てい

きたい。ここでは、 H子と I子の事例を揚出して

いくが、これらの事例も、日子が生活が安定して

いるのに対して、 I子は生活保護を受給している

生活関難の事例である。

日子について、担任からスクールカウンセラー

が受けた相談内容としては、服装の乱れ・運刻・

無断欠席・外泊・万引き・巽性行為・教師や親へ

の反抗的態度というものであった。他校生徒との

いざこざでは、殴り合いとなり警察に事情聴取を

受けたこともある。彼女の生活の「乱れ」は中学

1年の終わり頃より始まった。それ以前は、小学

校では明るく友人も多かったが、中学ではその友

人たちとは別々の学校となってしまい、孤立しが

ちであった。家庭環境としては、父親は大企業に

勤めるサラリーマンであり、母親は専業主婦であ

る。小さい慎より家庭でのしつけは厳しい一方で、

毎年の家族旅行も欠かさないという環境であった。

H子の生活が乱れはじめた壌には、彼女のために

と犬も餌し、始めていた。また、母親は、これまで

にも教育相談などのいくつかの相談窓臼を訪れて

いるが、いずれも「子どもの居場所づくりを……」

というおざなりな返答に諦めを感じていた。

カウンセラーとの初回面接が、日子がすでに中

3年生であるということもあって、卒業までに

あまり時間がなく、両親との面談を数閉した後に、

カウンセラーが同席する形での日子と両親を対峠

させる場を設定した。日子のかなり長い沈黙の後

(いつもは、この沈黙に両親が耐えられずに、「ど

うして00みたいなことをするの。」という開い

ただしゃ、「今度00したら、 xxさせないよ。」

といった何らかの条件付き譲歩を切りだし、それ

に対して良子はますます黙りを続ける状態であっ

た。)、 H子が泣きながら両親へ出した要望として

は、「自分の友人を悪く言わないでほしい。たと

え、それが F悪く見える』ような子であっても

く言わないでほしい。」というものであった。

その後両親は、日子に対して「家族との約束事

は守るJといった厳しさは譲らずとも、日子から

の要望を受け入れ、日子だけではなく彼女の友人

にも理解を示そうとしていった。 H子の友人には、

家族関係や家庭環境のために、家に帰っても一人

だけであったり居場所のないという子もおり、そ

うした友人を良子が家に連れてきたときには、 R

子と一緒に受験勉強の夜金を提供してあげたりも

していた。結局、 H子は第一希望の高校は落ちた

ものの、第二希望の高校に合格し、

たο

して行っ

一方I子の場合は、報装の乱れ・遅刻・無断欠

席・煙車・欽酒・外泊・異性行為・他生徒への威

嚇・教師や親への反抗的態度・家庭内暴力であっ

た。相談の内容だけを拾ってみると日子と 1子と

では同様の問題を呈しているようにも思われるが、

H子が特定の成人の恋人との異性行為であったの

に対して、 l子の場合は、時には数日、長いとき

には 10日近くの家出に伴う異性行為もあり、

春の疑いももたれているO また、親への皮抗や家

臆内暴力も、親にアザができるほどに、また家中

の家具や建具に大きな穴があくほどの暴力があっ

た。母子家族である母親も、暴力がエスカレート

したときや家出が長号I~、たときには警察を呼び、

何度か児童相談所への一時保護をしたこともあっ

たが、最後には子どもからの説得や脅しに負けて、

福祉施設の利用ではなく家庭引き取りとなってい

る。

母親は、 I子の行動には手を漉いているものの、

親としての厳しさや一貫性はもっていなL、。それ

は、母親自身が別れた夫から DV CDomestic 
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Violence)を受けていた影響もあって、暴力に対

する「慢れJや「諦めJの姿勢があるためと思わ

れる。 1子の家庭内暴力に対しでも、 I子は父親

から母親への暴力を見て育っているのだから「しょ

うがない」という諦めを感じている。カウンセラー

が、 r1子が将来、わが子へのコントロールを暴
力で行わないようにするためにも早期の対応をし

ましょう。」といった捉しをしても、母親にとっ

ては円、まJのことで精一杯である。さらに母親

は、 I子に禁煙を言いつつも、母親自身が煙草を

吸いたいときには、 r1子の分も貰ってきていい
から……jと言ってお金安渡して躍いに行かせた

りするという、一貫性のなさもある。

担任やカウンセラーは、 I子本人へのアプロー

チはもとより、家躍訪問をして母親に対しての面

談も重ねていくが、母親の、その場しのぎの対応

をしていくという態度には変化が見られな ~ìo ま

た、担任等が頗繁に訪れたくとも、元夫(母親は、

離婚後も元夫が訪ねてくることを容認する時があ

る)や、 I子の友人関係の親が暴力団の関係者と

いうこともあり、一教員が家庭訪問していくのに

は、恐怖心もぬぐいきれない。生活保護のケース

ワーカーからも、単独での家躍訪問は避けるよう

にというアドバイスが学校へ入っている O 当然、の

ことながら、この家族をとりまく個人的なネット

ワークも、親族の援助も求められず、家族にとっ

てのキーパーソンとなる人物が存在していない。

こうしたケースに対しては、地域における関連

機関のネットワークづくりと、児童相談所との連

携が必要とされる。担任もカウンセラーも、日ご

とに生活が荒れていく I子を自の前にして、

相談所への訪問や連絡を密にしていくが、現状で

は、児童相談所は「歯がゆさjを感じさせる動き

しかできていない(学校の先生の言葉を借りれば

「児童相談所は、動いてくれない。J)。児童相談所

にとっても、最後には母親の「号iき取りjの

によって、「これ以上は勤きにくい。Jという

状況なのであろう。このケースが、 I子から母親

への暴力ではなく、母親から子どもへの虐待問題

であれば、その問題の社会的注目度の高まりや法

整備によって、児童相談所の動き方も異なってい

ると思われる。しかし、虐待でもなく、また非行

といっても(今の段階では)蘇薬などといった親

の保護責任を越えるような「警察が関与しやすい」

非行でもない、生活困難家躍の子どもたちの問題

については、未だ専門家の編み目からは抜け器ち

てしまっているのである。

(3)事例を通して

上記の4ケースは端的な事例を示したのであり、

もちろん、それぞれの 4ケースの中間に位置する

ケースも少なくはない。例えば、生活に余裕はあっ

ても親が自分の要求を第一にして子どもへの関わ

りを継続的に維持できないというケースや、何で

も金銭的な解決に頼ろうとする親もいる。また、

生活に困窮していながらも母親が社会資源や自分

の親族を使って子どもの問題改善に動いているケー

スや、ただひとり母親が昼夜の仕事に加えて子ど

もの送迎を続けており、母親の体調と子どもの不

登校とが天秤にかけられているといったケースも

存在している。しかし、前者が「心」のケアとし

てのカウンセリング活動へと家族を導いて行きや

すいのに対して、後者についての援助は、その

「心Jへのアプローチ以前のところで苦慮してい

るのである。グレイゾーンの発達の遅れが撰われ

る生徒を箆療機関へと繋げようとした際に、その

生徒の健康保険証がない(本来は国民皆保険であ

るので「ない」ということはあり得ないのだが)

というケースには、カウンセリング以前の問題が

横たわっているのであるO そしてそれは、篠実に

どもの不利益として存在している。

先に呈したケースで言えば、 F子やH子のケー

スが、家族のもつ資源の豊かさや母親の資源を活

用する能力の高さによって、スクールカウンセラー

は学校の相談室で「待ち」の姿勢でカウンセリン

グ活動をしていく中でもケースが動いていったの

に対して、 G子やI子のケースの場合は、ソーシャ

ルワーク本来の「出前」方式で家庭訪問をして、

私的・公的なネットワークの連携も留ろうと試み

る。しかしそれでも、母親自身が臨人的なネット

ワークをもっておらず、反対に公的なネットワー
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クに対しでは、その抵抗感から周屈に対してシャッ

ターを下ろしていくといった難しさをもっている。

これらの事例に限らず、筆者がカウンセリング

活動をしていく中で感じる傾向としては、高学歴

あるいは生活の安定している階層の親、なかでも

母親たちが、わが子の心配を先取りしすぎる形で

悩んでいる傾向があるのに対して、生活に逼迫し

ている親たちは、そこまでの生活の余裕がないた

めであろうか、「いまJの時点、での心配や菌りご

とに悩んでいたり、あるいは、その気づきがない

親もいる。また、その悩みの重み付けの順位が

「違うのでないか」と思わされることもあるO 例

えば、親たちは「学校にさえ行ってくれれば……J

ということを口にするが、それは、わが子が家で

喫煙や飲酒を行っていようが、外泊をしていよう

が、町中で万引きや自転車を臨んでこようが、そ

れらの問題よりも「学校へ行っていない」という

ことの方が問題としては重要で、あり、反対に学校

に行きさえすれば全てが解決したかのように考え

ているのである。しかしそれは一方で¥矛窟する

ようだが、「学校に繋がってくれているJという

ことが、子どもの問題を学校と親が一緒に解決す

るためのテープ、ルに・っく第一歩であり、 G子ケー

スのように拒否的な、あるいは気づきのない親に

対しでは、「とにかくは学校へ」と考えてくれる

ことが(それが頼りきってしまっている状態であ

れ、学校に対して問題を丸投げしている状態であ

れ)大切な側面ももっているのであるO

G子や I子のケースでは、スクールカウンセリ

ング活動の臨界と、スクール・ソーシャルワーク

的な対応をしていくことの必要性を示す一方で、

スクール・ソーシャルワーク活動を行っていくな

かでも閤難となる要因を示唆している。すなわち、

いわゆる「どうしようもない報jあるいは「気づ

きのない親Jと言われてしまう動機付けの低い母

親に対する対誌の難しさであるO このケースのお

かれている背景にある問題としては、 G子や I子

ケースの住んでいる公営住宅や近接の公営住宅に

低所得層が多いということもあって、生活困難や

生活問題を抱える家庭が密集しているといった地

域特性があげられる。

こうした地域では、福祉事務所のワーカーをは

じめ民生委員・児童委員といった地域のボランティ

アソーシャルワーカーも、 G子の家族が生活保護

を受給したり問題が顕在化しないかぎり、他の困

難事例の中に埋もれて見えづらい韻向がある。 I

ケースの場合は反対に、個々の専門職は状況を

把揮しつつも個別では介入することの困難さを承

知しており、法的な後ろ騒がある「何かJことが

起きるのを待ってしまうような結果となっている。

すなわち、地域のソーシャルワーカーがいない、

あるいは機能していないために、こうした家族の

見守り役が不在となってしまっているのである。

一方、母親自身にしても、自らが適切な養育環

境の中で育ってきていないために、子どもへの関

わり方がわからないといった困難な養育の連鎖が

存在している Oさらに、母親の原家族を含めた親

族も生活に余揺がなく、そのサポートも得られな

いへむしろ母親とその親族問のトラブルがG子

やI子家族に困難さを付加する要因ともなってい

る。

母親を、母親の成育歴や現荘のコンテクストの

中で見ていくと、単に母親を叱略したり「お母さ

んしっかりして」といった励ましだけでは、いっ

こうに解決に結び、ついていかないことは自明のこ

とながら、そこからは進んでいかない現状がある O

生活に逼迫している親に寄り添って考えてみれば、

自分の生活だけでも落ち込んで疲れ切ってしまい

そうな毎日なのに、学校の先生から呼び出され、

わが子が何か開題会起こした、あるいは、さほど

良くないわが子の成績を見せられる、果ては、進

路選択などで親の決断を迫られる時といった場面

でしか学校と親との接点がないのであれば、自ず

と学校からは足が遠のいてしまうのも、ある意味

で当然であろう。以前、アメリカの貧困地域での

聞き取りにおいて、動機付けの低い・気づきのな

い親の学校への参加をいかに促すのかについて質

問をしたことがあった。回答としては、お茶菓子

や時には食事を用意したうえでの話し合いの場を

設けて、親に学校に来てもらう機会を多くつくる
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実践を話していた。筆者は、その話を聞いた時に

は、「エサ」で親を釣るような感がして蹄に落ち

ない気がしていたが、こうした結果を概観してみ

ると、日頃の茶話会や食事会といった交わりの中

から、子どものことを一緒に考えられる土接づく

りが、やはり大切なのであろうと思う O

4.おわりに

名事かが「スクーjレカウンセラ-Jであれ、「ス

クール・ソーシャノレワーカー」であれ、子どもと

その家族の「生活」を支えていくことを学校だけ

で対処していくことは難しく、限界がある。学校

が他の機関と結び‘ついていない・いかない実態の

背景には、学校自身が開題を抱え込んでしまって

いることや、反対に学校側がアクションを起こし

ても他の連携機関の方が動いてくれない、あるい

は、学校が警察・福祉事務所・児童相談所といっ

た専門機関からの要請に応じて情報提供をしても、

その後のフィードパックが成されていないという

状況も横たわっている。最近では、専門機関の

「ネットワーク」や「コラボレーション」が流行

となってはいるが、学校はその趨勢から取り残さ

れがちとなり、学校独自で不登校・非行問題といっ

た問題を外に発信してきたのではないだろうか。

岡山市において、学校が民生委員・児童委員の協

力を得て、家庭訪問を実施するという試みが新聞

の記事になる(10)こと自体が、「学校・家臆・地域J

というコンテクストが言われて久しいにもかかわ

らず、実践的な握開としては、未だ緒に就いたば

かりであることを示している。

スクールカウンセリングやスクール・ソーシャ

ルワークは、カウンセリングカ〉ソーシャ jレワーク

かといった対抗関係にあるのではなく (ω、カウン

セリング機能が十分に効率的・効果的に成される

ためにも、ソーシャルワーク的な対応が、その前

提として必要になってくるのであろう{ゆ。しかも

それは、先に見たように子どもの不平等さが家族

を通して具体化されてきていることからしでも、

生活基盤から支えていく必要のある家族こそに求

められており、親の現状認識の低さも含めて、そ

こへ教育と福祉が連動していかに介入していくか

が問われているのであるO
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